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緊急事態宣言期間及び高校入試に伴う校舎内立入禁止期間について（ご連絡） 

 

 

いつも本寮運営にご協力いただきありがとうございます。 

さて、標記の件について、新清和寮での生活については以下のとおりといたします。 

 

 

記 

 

 

１．緊急事態宣言期間である 2 月 7 日（日）までの帰省について 

不要不急の外出や移動が制限されていることから、寮生の帰省は原則認めないもの

とします。ただし、保護者の責任の下、十分な対策を行ったうえで帰省させたいと申し

出があった場合は、内容を確認し認めることがあります。帰省中は、体調管理の徹底を

お願いします。また、帰寮日に「健康観察記録」を提出してください。「健康観察記録」

の内容を確認したうえで、玄関で検温を行い、37.5℃以上の発熱などの症状がある場合

は、帰寮できません。 

 

 

２．高校入試に伴う校舎内立入禁止期間 2 月 7 日（日）～2 月 11 日（木）について 

新型コロナウィルス感染症予防対策及び高校入試採点のため、校舎内立入禁止とし

ています。敷地内への立入禁止（入構禁止）ではないため、在寮には問題ありません。 


